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(57)【要約】
【課題】接着ウエハをオストミー器具デバイスに締結す
るための連結アセンブリを提供すること。
【解決手段】連結アセンブリは、非身体接触側面からウ
エハへのアクセスを促進するように、接着ウエハ全体と
器具の入口開口との間の係留的相対変位を可能にする、
接着ウエハとオストミー器具との間の可動域制限接続具
を含む。連結アセンブリはさらに、接着ウエハを動作可
能位置に固定するための、固定連結具を含む。上記可動
域制限接続具は、接着ウエハをオストミー器具に永久的
に接続し得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着ウエハをオストミー器具に締結するためのオストミー連結アセンブリであって、該
オストミー器具は、入口開口を有し、該接着ウエハは、ユーザの皮膚に接触するための身
体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合するように
、適合可能な適合可能領域とを含み、
　（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該オストミー器具の該入口開口との間の
相対変位を可能にする、該接着ウエハと該オストミー器具との間の可動域制限接続具であ
って、該可動域制限接続具は、（ａ）該接着ウエハが、該オストミー器具の該入口開口周
辺に重畳され、該接着ウエハの該適合可能領域が、該非身体対面側面上の該オストミー器
具によって覆われている、動作可能位置と、（ｂ）該非身体対面側面から該適合可能領域
へのアクセスを提供する、アクセス位置との間の、可動域制限経路または軌跡に沿って、
該相対変位を誘導する、可動域制限接続具と、
　動作可能位置にあるとき、該接着ウエハおよび該オストミー器具を固定するための固定
連結具と
　を含む、オストミー連結アセンブリ。
【請求項２】
　前記可動域制限接続具は、前記接着ウエハを前記オストミー器具に永久的に接続する、
請求項１に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項３】
　前記可動域制限接続具は、パウチに取付けるための第１の取付部分と、前記接着ウエハ
に取付けるための第２の取付部分と、前記第１および第２の取付部分との間の可動接合部
分とを含む、請求項１に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項４】
　前記第１および第２の取付部分のうちの少なくとも１つは、閉ループ形状を有する、請
求項３に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項５】
　前記第１および第２の取付部分、ならびに前記可動接合部分は、単一部品として一体的
に形成される、請求項３に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項６】
　前記第１および第２の取付部分は、前記接合部分において可動的に接続される、別個の
部品である、請求項３に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項７】
　前記第１および第２の取付部分は、プラスチック層でできている、請求項３に記載のオ
ストミー連結アセンブリ。
【請求項８】
　前記可動域制限接続具は、前記ウエハの平面に略平行、または前記ウエハの平面に略垂
直である軸から選択される、軸の周囲の移動軌跡を画定する、請求項１に記載のオストミ
ー連結アセンブリ。
【請求項９】
　前記固定連結具は、機械的連結具、接着連結具から選択される、請求項１に記載のオス
トミー連結アセンブリ。
【請求項１０】
　前記固定連結具のうちの少なくとも一部分は、前記可動域制限接続具の少なくとも一部
分と統合される、請求項１に記載のオストミー連結アセンブリ。
【請求項１１】
　前記オストミー連結具は、単一デバイスである、請求項１に記載のオストミー連結アセ
ンブリ。
【請求項１２】
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
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　瘻孔周辺の該身体上に載置するための、接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触する
ための身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よ
うに適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該接着ウエハを該器具装置に連結するための連結アセンブリであって、
　（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該器具の該入口開口との間の相対変位を
可能にする、該接着ウエハと該器具との間の可動域制限接続具であって、（ａ）該接着ウ
エハが、該器具の該入口開口周辺に重畳され、該接着ウエハの該適合可能領域が、該非身
体対面側面上の該器具によって覆われる、動作可能位置と、（ｂ）該非身体対面側面から
該適合可能領域へのアクセスを提供する、アクセス位置との間の可動域制限軌跡に沿って
、該相対変位を誘導する、可動域制限接続具を含む、連結アセンブリと、
　該動作可能位置にあるとき、該接着ウエハおよび該器具を固定するための固定連結具と
、
を含む、オストミー器具。
【請求項１３】
　前記器具は、前記連結アセンブリが、前記接着ウエハを前記器具デバイスに永久的に取
付ける、一体型器具、前記連結アセンブリが、前記接着ウエハを前記器具デバイスに解除
可能に取付ける、二体型器具から選択される、請求項１２に記載のオストミー器具。
【請求項１４】
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触するた
めの身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よう
に適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該パウチの該入口開口と、実質的に接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする方法
で、該接着ウエハを係留的にパウチに永久的に接合する、係留接続具であって、該パウチ
と該接着ウエハとの間の係留可動域を確定し、該係留可動域は、
　（ｉ）該接着ウエハが、該入口開口の周囲に重畳され、該接着ウエハの該適合可能部分
が、該器具によって、該非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と、
　（ｉｉ）該非身体対面側面から該接着ウエハの該適合可能部分へのアクセスを提供する
、アクセス位置とを含む、係留接続具と
　を含む、一体型オストミー器具。
【請求項１５】
　前記係留接続具は、前記接着ウエハと前記入口開口との間の相対変位を誘導するための
、可動域制限接続具である、請求項１４に記載の一体型オストミー器具。
【請求項１６】
　前記係留接続具は、前記パウチに取付けられる、第１の取付部分と、前記接着ウエハに
取付けられる、第２の取付部分と、前記第１および第２の取付部分との間の可動接合部分
とを含む、請求項１４に記載の一体型オストミー器具。
【請求項１７】
　前記第１および第２の取付部分のうちの少なくとも１つは、閉ループ形状を有する、請
求項１６に記載の一体型オストミー器具。
【請求項１８】
　前記第１および第２の取付部分、ならびに前記接合部分は、単一部品として、一体的に
形成される、請求項１６に記載の一体型オストミー器具。
【請求項１９】
　前記第１および第２の取付部分は、前記接合部分において可動的に接続される、別個の
部品である、請求項１６に記載の一体型オストミー器具。
【請求項２０】
　前記第１および第２の取付部分は、プラスチック層でできている、請求項１６に記載の
一体型オストミー器具。
【請求項２１】
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　前記固定連結具は、機械的連結具、接着連結具から選択される、請求項１４に記載の一
体型オストミー器具。
【請求項２２】
　前記固定連結具の少なくとも一部分は、前記可動域制限接続具の少なくとも一部分と統
合される、請求項１４に記載の一体型オストミー器具。
【請求項２３】
　（ａ）オストミー器具を提供することを含む方法であって、該オストミー器具は、
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触するた
めの身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よう
に適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該パウチの該入口開口と、実質的に該接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする方
法で、該接着ウエハをパウチに係留的に接合する、係留接続具であって、該パウチと該接
着ウエハとの間の係留可動域を画定し、該係留可動域は、
（ｉ）該接着ウエハが、該入口開口の周囲に重畳され、該接着ウエハの該適合可能部分が
、該器具によって、該非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と、（ｉｉ
）該非身体対面側面から該接着ウエハの該適合可能部分へのアクセスを提供する、アクセ
ス位置とを含む、係留接続具と、
動作可能位置にあるとき、該入口開口に対して、該接着ウエハを固定するための固定連結
具と
　を含み、該方法は、
　（ｂ）該接着ウエハが、該入口開口に対して該アクセス位置にある間に、瘻孔に嵌合す
るように、該接着ウエハの適合可能領域を適合するために、該接着ウエハの少なくとも該
非身体対面側面にアクセスすることと、
　（ｃ）該入口開口に対して、該接着ウエハを該動作可能位置に移動させることと、
　（ｄ）該固定連結具を用いて、該接着ウエハを該動作可能位置に固定することと
　をさらに含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オストミー器具、例えば、オストミーパウチに関する。具体的には、本発明
は、成形可能な接着身体装備具がパウチに永久的に取付けられる、いわゆる一体型オスト
ミー器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代のオストミー器具は、一般的に、接着ウエハを用いて、身体に取付けられる。最も
一般的に使用される接着ウエハは、規定の固定形状を有するように設計される。着用者は
、ある標準寸法の接着リリースシート上に事前に印刷される、ガイド線に沿って切断する
ためのハサミを使用して、着用者の瘻孔の寸法および形状に一致するように、接着ウエハ
の中央開口を切断する。
【０００３】
　いわゆる一体型器具では、接着ウエハは、接着ウエハが、器具を損傷するリスクを伴わ
ずに、容易に分離することができない範囲まで、器具に永久的に取付けられる。一体型器
具は、統合単位として使用されることを意図する。一体型器具について、しばしば寄せら
れる苦情は、器具が一方からのアクセスを妨げるため、高齢者、視覚障害者、または不器
用な人とって、常に、接着ウエハ内の中央開口の寸法を適合することが容易ではないこと
である。
【０００４】
　いわゆる二体型器具では、接着ウエハは、解除可能連結によって取付けられる、別個の
身体装備具の構成要素の一部を形成する。二体型器具は、構成要素のうちの少なくとも１
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つが、機能的に使用可能であり続けるように、損傷を伴わずに、身体装備具が器具から分
離することを可能にする。例えば、身体装備具は、身体上の定位置に留まり、置換パウチ
は、使用されたパウチの定位置に載置されたままであってもよい。二体型器具が、ウエハ
を適合するためのより優れたアクセスを可能にするが、二体型器具についての一般的な苦
情は、高齢者、視覚障害者、または不器用な人とって、常に、構成要素を整合することが
容易ではないことである。
【０００５】
　特許文献１は、瘻孔周辺のカスタム嵌合を提供するために、接着剤の少なくとも一部分
が、着用者によって、手動で成形することができる、成形可能な接着剤を含む、向上した
一体型または二体型オストミー器具を説明する。ウエハをカスタマイズする、この代替的
方法は、標準寸法のガイドラインに沿って切断することによって、取得可能である嵌合よ
りも、瘻孔周辺のより優れた嵌合の可能性を提供する。良好な嵌合を達成することは、瘻
孔から出る排泄物への瘻孔周辺皮膚の露出を減少するために、望ましい。瘻孔周辺皮膚は
、排泄物によって接触されたとき、刺激または感染に対してかなり敏感かつ脆弱であって
もよい。瘻孔から出る排泄物は、身体からの消化液を含んでもよく、そのような液はまた
、瘻孔周辺皮膚を攻撃し、剥脱をもたらすことができる。排泄物による接触はまた、接着
剤の有効性を徐々に低減する。しかしながら、瘻孔は、多くの異なる寸法および形状を有
する。特許文献１に教示される、成形可能な接着剤の利点は、ユーザが、瘻孔の正確な寸
法および形状に綿密に一致するために、接着剤を成形することが可能であることである。
【０００６】
　特許文献１の器具が、二体型オストミー器具として実装される形態では、着用者は、パ
ウチが、身体装備具から分離されるとき、非身体接触側面を含む、両方の側面から、成形
可能な接着剤にアクセスすることが可能である。これは、着用者が、例えば、非身体接触
側面から折重する、または圧延することによって、容易に接着剤を成形することを可能に
することができる。しかしながら、付随の図面の図１において、パウチ２０によって例証
するように、アクセスは、従来の形式の一体型器具として実装されるとき、より制限され
る。着用者は、不動パウチ２０によって被覆される、反対側の非身体接触側面２３ではな
く、身体接触側面２２から、瘻孔開口を成形するために、成形可能な接着剤２１にアクセ
スすることのみができる。これは、接着剤の成形をより困難にさせ、開口の形状および寸
法が、接着剤が両方の側面からアクセス可能であるときほど正確ではない場合があること
を意味する。
【０００７】
　特許文献２および特許文献３は、瘻孔開口周辺に、ともに完全に延在する、相補的第１
および第２の角度区域または円弧内に延在する、２つの異なるタイプの取付具を使用して
、接着ウエハが、パウチに取付けられる、代替的一体型オストミーパウチを説明する。瘻
孔開口周辺の第１の角度区域では、ウエハは、不動に永久的に取付けられる。開口周辺の
第２の角度区域では、ウエハは、最初に、取付けられていない、または解除可能に取付け
可能である。第２の角度区域は、パウチが、第２の区域の制限領域内のウエハを少し開け
て、部分的に折重されることを可能にし、ウエハとパウチとの間に形成された間隙を通る
アクセスを可能すると言われている。このアクセスは、接着剤の切断、または別個の封止
部材の嵌合、または別個の使い捨て内部パウチの除去および嵌合を促進すると言われてい
る。しかしながら、そのような解決策は、二体型の性質を、一体型器具の不動な身体装備
具と組み合わせようとするステップに関連する、特有の不一致を例証する。そのような解
決策を用いて、身体装備具が不動である、第１の区域は、パウチがこの領域内で離れて折
重することができないため、身体装備具へのアクセスを妨害する。第２の区域が、例外的
に大きく作製されないかぎり、全体的な接着剤へのアクセスは、依然として、制限された
ままであってもよく、高齢者または不器用な人にとって、器具を使用することを困難にさ
せる。加えて、これらの点のすべてにおいて不可避である、不連続を考慮して、（ｉ）第
１および第２の区域が、瘻孔開口の周縁の周辺で交わる点において、および／または（ｉ
ｉ）使用される、補剛環の折重ノッチまたは折り目において、フェースプレートとパウチ
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との間の封止の脆弱性が存在してもよい。
【０００８】
　図１の従来の一体型形式のさらなる製造制限、および特許文献２および特許文献３に説
明する代替的配列は、パウチ２０が、典型的には、すべての側面上の接着剤２１の先端を
超えて延在するために、寸法決定される必要があることである。この形状は、現在入手可
能な、すべての大量生産される一体型パウチに存在すると考えられており、使用された製
造技術によって生じた結果である。技術は、典型的には、接着剤２１が、入口開口２７周
辺のその動作可能位置に、すでに取付けられた後に、製造機器を、周縁溶接部２６を形成
し、材料に押印するために、パウチ壁２４、２５のための材料と緊密に接触させるための
隙間を必要とする。パウチ２０は、通常、パウチ２０の主要収集容積を提供するために、
入口開口２７の下を有意に延在し、したがって、この形状は、パウチの下部部分に全く支
障がない。しかしながら、パウチ２０がまた、接着剤２２の上に上方に、および／または
そのいずれかの側面に延在する必要性は、未使用のヘッドスペース２８をもたらす。その
ようなヘッドスペース２８は、それが、パウチの収集容積の一部として容易に使用するこ
とができないため、望ましくなく、それは、単に、パウチ２０の寸法を非所望に増大する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，８４０，９２４号明細書
【特許文献２】国際公開第２００４／０８４７７７号
【特許文献３】国際公開第２００６／０３５０１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、これらの問題に対する驚くべき解決策を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様は、接着ウエハをオストミーパウチに締結するためのオストミー連結ア
センブリであって、該オストミーパウチは、入口開口を有し、該接着ウエハは、ユーザの
皮膚に接触するための身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻
孔周辺に嵌合するように、適合可能な適合可能領域とを含み、
　該接着ウエハと該オストミーパウチの該入口開口との間の相対変位を可能にする、該接
着ウエハと該オストミーパウチとの間の可動域制限接続具を備え、この可動域制限接続具
は、該接着ウエハを該オストミーパウチに永久的に取付けるために構成されており、
　該接着ウエハが該オストミーパウチの該入口開口周辺に重畳されている動作可能位置に
あるとき、該接着ウエハおよび該オストミーパウチを固定するための固定連結具
　を含む、オストミー連結アセンブリである。
　また、本発明の一態様は、オストミー器具であって、
　（ａ）瘻孔と連通するための入口開口を有する、オストミーパウチと、
　（ｂ）瘻孔周辺の該身体上に載置するための、接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接
触するための身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に
嵌合ように適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　（ｃ）該接着ウエハを該オストミーパウチに連結するための連結アセンブリであって、
（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該オストミーパウチの該入口開口との間の
相対変位を可能にする、該接着ウエハと該オストミーパウチとの間の可動域制限接続具を
備え、この可動域制限接続具は、該接着ウエハを該オストミーパウチに永久的に取付ける
ために構成されており、
　該接着ウエハが該オストミーパウチの該入口開口周辺に重畳されている動作可能位置に
あるとき、該接着ウエハおよび該オストミーパウチを固定するための固定連結具を含む、
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連結アセンブリと
を含む、オストミー器具である。
　また、本発明の一態様は、オストミー器具であって、
　瘻孔と連通するための入口開口をもつパウチを有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための、接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触する
ための身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よ
うに適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該接着ウエハを該器具デバイスに連結するための連結アセンブリであって、
　（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該器具デバイスの該入口開口との間の相
対変位を可能にする、該接着ウエハと該器具デバイスとの間の可動域制限接続具であって
、（ａ）該接着ウエハが、該器具デバイスの該入口開口周辺に重畳され、該接着ウエハの
該適合可能領域が、該非身体対面側面上の該器具デバイスによって覆われる、動作可能位
置と、（ｂ）該非身体対面側面から該適合可能領域へのアクセスを提供する、アクセス位
置との間の可動域制限軌跡に沿って、該相対変位を誘導する、可動域制限接続具を含む、
連結アセンブリと、
　上記パウチに取り付けられる第１の取付部分、上記接着ウエハに取り付けられる第２の
取付部分、並びに、上記第１および第２の取付部分の間の可動接合部分を有し、該動作可
能位置にあるとき、該接着ウエハおよび該器具デバイスを固定するための固定連結具と、
を含み、
　上記可動域制限接続具は可撓性プラスチック膜からなり、上記固定連結具は上記第１お
よび第２の取付部分のうち少なくとも一方に積載された接着剤を含む、オストミー器具で
ある。
　本発明の別の態様は、接着ウエハをオストミー器具に締結するための連結デバイスを提
供し、上記連結デバイスは、
　ｉ）実質的に接着ウエハ全体と、（ｉｉ）器具の入口開口との間の相対変位を可能にす
る、接着ウエハと器具との間の可動域制限接続具であって、可動域制限接続具は、（ａ）
動作可能位置と、アクセス位置との間の可動域制限軌跡に沿って、該相対変位を誘導する
、可動域制限接続具と、
　動作可能位置にあるとき、接着ウエハおよび器具を固定するための固定連結具とを含む
。
　上記可動域制限接続具は可撓性プラスチック膜からなり、上記固定連結具は接着剤であ
る。
【００１２】
　動作可能位置では、接着ウエハは、器具の入口開口周辺に重畳され、接着ウエハの適合
可能な領域は、非身体対面側面上の器具によって覆われる。アクセス位置は、非身体対面
側面からの適合可能な領域へのアクセスを提供する。
【００１３】
　そのような配列は、動作可能位置に対する、ウエハおよび器具の整合を誘導することが
でき、高齢者、不器用な人、または視覚障害者にとって、そのような整合をより容易にさ
せる。同時に、可動域制限連結具は、入口開口に対して、実質的に接着ウエハ全体の相対
変位を可能にし、接着ウエハを、ユーザの瘻孔の寸法および／または形状に適合するため
のアクセスを可能にする。可動域制限接続具は、連接リンクを含んでもよく、連接具は、
可動域制限の軌跡を画定する。
【００１４】
　本発明のこの態様は、先行技術におけるような、全体的または部分的に不動な接着ウエ
ハの問題を回避しながら、接着ウエハへのアクセスを強化するために、一体型器具ととも
に使用されてもよい。パウチの入口開口に対して、接着ウエハ全体を相対的に変位する能
力は、ウエハのより容易な適合を可能にしてもよい（瘻孔開口を形成する、切断する、ま
たは造形することによる、または瘻孔開口において、別個の封止部材を嵌合する、および
／または造形することによる）。
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【００１５】
　同様に、本発明のこの態様はまた、瘻孔の寸法および／または形状にウエハを適合する
ためのアクセスの簡便性を有意に低減する、または、器具を、身体装備具に対して、動作
可能位置に固定する前に、身体上に身体装備具を位置付ける能力を損ねることなく、構成
要素のより容易な整合を促進するために、二体型器具とともに使用されてもよい。可動域
制限接続具および固定連結具は、解除可能な連結部分を含んでもよい。
【００１６】
　本発明の第２の態様は、
　（ａ）オストミー器具を提供することを含む方法であって、該オストミー器具は、
　瘻孔と連通するための入口開口をもつパウチを有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触するた
めの身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よう
に適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該パウチの該入口開口と、実質的に該接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする態
様で、該接着ウエハを該パウチに係留的に接合する、係留接続具であって、該パウチと該
接着ウエハとの間の係留可動域を画定し、該係留可動域は、
（ｉ）該接着ウエハが、該入口開口の周囲に重畳され、該接着ウエハの該適合可能部分が
、該器具デバイスによって、該非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と
、（ｉｉ）該非身体対面側面から該接着ウエハの該適合可能部分へのアクセスを提供する
、アクセス位置とを含む、係留接続具と、
　上記パウチに取り付けられる第１の取付部分、上記接着ウエハに取り付けられる第２の
取付部分、並びに、上記第１および第２の取付部分の間の可動接合部分を有し、動作可能
位置にあるとき、該入口開口に対して、該接着ウエハを固定するための固定連結具と
　を含み、
　上記係留接続具は可撓性プラスチック膜からなり、上記固定連結具は上記第１および第
２の取付部分のうち少なくとも一方に積載された接着剤を含み、
　該方法は、
　（ｂ）該接着ウエハが、該入口開口に対して該アクセス位置にある間に、瘻孔に嵌合す
るように、該接着ウエハの適合可能領域を適合するために、該接着ウエハの少なくとも該
非身体対面側面にアクセスすることと、
　（ｃ）該入口開口に対して、該接着ウエハを該動作可能位置に移動させることと、
　（ｄ）該固定連結具を用いて、該接着ウエハを該動作可能位置に固定することと
　をさらに含む。
　本発明の別の態様は、
　パウチの入口開口と、実質的に接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする方法で、
接着ウエハを、係留的に、器具に永久的に取付ける、係留接続具と、
　動作可能位置にあるとき、該入口開口に対して、該接着ウエハを固定するための固定連
結具と
　を含む、一体型器具を提供する。
　上記係留接続具は可撓性プラスチック膜からなり、上記固定連結具は接着剤である。
【００１７】
　係留接続具は、器具と、接着ウエハとの間の係留可動域を画定する。係留可動域は、
　（ｉ）接着ウエハが、入口開口の周囲に重畳され、接着ウエハの適合可能部分が、器具
によって、非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と、
　（ｉｉ）非身体対面側面から接着ウエハの適合可能部分へのアクセスを提供する、アク
セス位置とを含む。
【００１８】
　係留接続具は、整合ガイダンスを提供するために、上述のような可動域制限接続具であ
ってもよい、または係留接続具は、具体的なガイダンス軌跡を画定しない、テザーであっ
てもよい。いずれの場合においても、係留接続具の使用は、先行技術におけるような、全
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体的または部分的に不動な接着ウエハの問題を回避しながら、一体型器具の接着ウエハへ
のより容易なアクセスを促進する。パウチの入口開口に対して、接着ウエハ全体を相対的
に変位する能力は、適合可能部分のより容易な適合を可能にしてもよい（瘻孔開口を形成
する、切断する、または造形することによる、または瘻孔開口において、別個の封止部材
を嵌合する、および／または造形することによる）。係留接続具はまた、不動および可動
区域の両方が、直接、入口開口に接する不連続における、上述の潜在的な封止問題の回避
を可能にする。
【００１９】
　係留接続はまた、瘻孔開口周辺の動作可能位置にあるとき、パウチの周縁のすべてにわ
たって、またはそれをさらに超えて延在する、接着ウエハが使用されることを可能にする
ことができる。そのような形状は、周縁溶接および押印動作がパウチのプロファイル周辺
で実施されることを可能にするように、係留連結具が、接着ウエハがパウチのプロファイ
ル内の代替的位置内に位置付けられる、またはそこに変位されることを可能にするため、
容易に実現可能になる。
【００２０】
　本発明のいずれかの態様では、オストミー器具は、オストミーパウチ、または瘻孔ポー
トもしくは制御排出デバイス等のいくつかの他のオストミーデバイスであってもよい。
【００２１】
　本明細書に使用される場合、「永久的に取付けられる」という用語（または、同様の句
）は、部品が、さらなる機器を伴わずに、再取付を阻止する、破損または損傷なく、分離
することができないように、非常に強く取付けられることを意味する。
【００２２】
　特定の意味を有すると考えられる特徴が、上記および付属の請求項に特定されているが
、強調が置かれているかどうかにかかわらず、本明細書に記載および／または図面に例証
される、いずれの新規特徴または発想に対しても、保護が請求され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、従来技術の例示的一体型オストミーパウチ器具を介する、概略側断面図
である。
【図２】図２は、アクセス位置で示す、本発明の第１の実施形態を介する、概略断面図で
ある。
【図３】図３は、アクセス位置にある、第１の実施形態の概略後方図である。
【図４】図４は、動作可能位置で示す、第１の実施形態の概略断面図である。
【図５】図５は、動作可能位置にある、第１の実施形態の概略後方図である。
【図６】図６は、第１の実施形態の器具を身体に嵌合するステップの一実施例を示す、概
略断面図である。
【図７】図７は、第１の実施形態の係留接続の修正された形態を、単離して示す、概略断
面図である。
【図８】図８は、アクセス位置にある、第２の実施形態を示す、概略後方図である。
【図９】図９は、そのアクセス位置にある、第２の実施形態の係留接続を、単離して示す
、概略断面図である。
【図１０】図１０は、動作可能位置にある、第２の実施形態の修正を示す、概略後方図で
ある。
【図１１】図１１は、そのアクセス位置にある、器具の第３の実施形態を示す、概略後方
図である。
【図１２】図１２は、そのアクセス位置にある、第３の実施形態を示す、概略断面図であ
る。
【図１３】図１３は、そのアクセス位置にある、器具の第４の実施形態を示す、概略後方
図である。
【図１４】図１４は、そのアクセス位置にある、第４の実施形態を示す、概略断面図であ
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る。
【図１５】図１５は、連結アセンブリの第５の実施形態の概略前方図である。
【図１６】図１６は、図１５の連結アセンブリの概略側面図である。
【図１７】図１７は、その動作可能位置にある、オストミー器具の第６の実施形態を示す
、概略後方図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図２～８を参照すると、第１の実施形態は、器具デバイスとしてのオストミーパウチ３
２と、オストミーパウチ３２に永久的に取付けられる、接着ウエハ３４とを含む、一体型
オストミー器具３０を例証する。オストミーパウチ３２は、結腸オストミーパウチ、膀胱
オストミーパウチ、および回腸オストミーパウチのうちのいずれかであってもよい。
【００２５】
　オストミーパウチ３２は、一般に、後方壁３６および前方壁３８を含む。前方および後
方壁３６、３８は、一般に、液体およびガスに対して不浸透性である、可撓性プラスチッ
ク膜でできている。好適な膜には、例えば、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）の１つ
以上の層、およびポリ（塩化ビニリデン）（ＰＶＤＣ）またはポリ（フッ化ビニリデン）
（ＰＶＤＦ）等のガスバリア材料の１つ以上の層のノラミネートが挙げられる。壁３６、
３８は、共有周縁シーム４０周辺で、ともに溶接される。後方壁３６は、使用の際、瘻孔
排出物が、そこを通ってパウチ３２に進入する、瘻孔または入口開口４２を含む。パウチ
３２はさらに、任意に、腸内ガスを脱臭し、通気する、脱臭フィルタおよび通気孔（図示
せず）を含む。加えて、または代替的には、パウチ３２はさらに、任意に、壁３６、３８
のうちの１つ、または両方の外表面上のコンフォートパネル（図示せず）を含む。
【００２６】
　接着ウエハ３４は、使用の際、器具を瘻孔周辺皮膚に取付けるための、皮膚適合性接着
剤を含む。接着ウエハ３４は、一般に、使用の際、皮膚に向かって対向し、かつそれに接
触するための、身体対面側面４６と、反対方向に対向する、非身体対面側面４８とを有す
る。身体対面側面４６は、最初に、リリースシート５０、例えば、シリコーンシートまた
はシリコーンで被覆されたシートによって、保護されてもよい。接着ウエハ３４は、瘻孔
開口５２が、形成される、および／またはオストミー術を受けた人の瘻孔６０（図６）の
寸法および形状に一致するようにカスタマイズされることを可能にするように、適合可能
である。種々の技術は、そのような適合を実施するために想定される。一形態では、接着
ウエハ３４は、接着剤の少なくとも一部分３４ａが、手動操作によって、成形可能または
造形可能である、成形可能または造形可能なタイプである。接着ウエハ３４は、接着ウエ
ハ部分３４ａの少なくとも内周領域が、その周辺で、成形可能または造形可能である、事
前形成されたスタータ瘻孔開口５２を有してもよい。代替的には、スタータ瘻孔開口５２
が提供されない場合、接着剤は、ユーザが、その中に、好適な開口５２を手動で作成およ
び形成することを可能にするタイプであってもよい。成形可能性、および／または造形可
能性は、緊密またはぴったりとした嵌合が、瘻孔６０周辺で達成されることを可能にする
。ぴったりとした嵌合は、（ｉ）オストミー術を受けた人の瘻孔周辺皮膚６２を、瘻孔６
０から出る排泄物との接触から保護する、ならびに（ｉｉ）さもなければ、器具３０の着
用寿命を低減する場合がある、瘻孔排出物が身体対面側面４６上の接着面を汚染すること
を妨害する、封止を形成するために、非常に望ましい。接着ウエハ３４は、例えば、先述
の米国特許第６，８４０，９２４号に説明するタイプであってもよい。そのような接着ウ
エハ３４は、シート状の形状を維持しながら、造形を可能にする。接着ウエハ３４は、（
ｉ）接着剤の複数の層、および／または（ｉｉ）プラスチック膜の少なくとも１つの層に
よって強化された接着剤の少なくとも１つの層を含む、ラミネート構造を含む。接着ウエ
ハ３４内の瘻孔開口５２は、図３に例証するように、瘻孔開口５２周辺のそれ自体の上で
接着ウエハ３４を屈曲および圧延することによって、カスタマイズされた形状および／ま
たは寸法に拡張することができる。典型的には、接着ウエハ３４は、接着ウエハ３４の非
身体対面側面４８上に圧延され、この動作は、非身体対面側面４８から、最も容易かつ正
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確に実施される。代替的には、接着剤は、流動可能または押出可能な質量のタイプ（図示
せず）であってもよい。再度、そのような適合は、少なくとも非身体対面側面４８（好ま
しくは、両方の側面４６、４８）へのアクセスを有して、最も容易かつ正確に実施される
。
【００２７】
　代替的形態では、瘻孔開口５２は、瘻孔開口５２内部を封止する、別個の封止部材（図
示せず）を嵌合することによって、適合される、またはカスタマイズされてもよい。その
ような封止部材はまた、身体対面側面４６上の身体と接着ウエハ３４との間の接着インタ
ーフェースに干渉しないように、接着ウエハ３４の非身体対面側面４８に、最も良く嵌合
される。
【００２８】
　本実施形態は、最初に、接着ウエハ３４が、入口開口４２周辺に不動に取付けられない
ため、接着ウエハ３４の非身体対面側面４８へのアクセスを促進する。その代わり、器具
３０はさらに、
（ａ）（ｉ）実質的にパウチ３２の入口開口４２全体と、（ｉｉ）実質的に接着ウエハ３
４全体との間の相対変位を可能にする方法で、接着ウエハ３４を係留的にパウチ３２に永
久的に取付ける、係留接続具５４、
（ｂ）必要に応じて、入口開口４２周辺の動作可能位置にある、接着ウエハ３４をパウチ
３２に固定するための、固定連結具５６のうちの１つまたは両方を含む。
【００２９】
　最初に使用する前に、係留接続具５４は、係留可動域にわたる、接着ウエハ３４とパウ
チ３２との間の相対変位を可能にする。係留可動域は、
（ｉ）接着ウエハ３４が、入口開口４２周辺に重畳され、接着ウエハ３４の適合可能部分
３４ａが、パウチ３２によって、非身体対面側面４８上で覆われる、重畳された動作可能
位置、
（ｉｉ）非身体対面側面４８から、接着ウエハ３４の適合可能部分３４ａへのアクセスを
提供する、アクセス位置を含む。
【００３０】
　そのような配列は、実質的に、パウチ３２による妨害を伴わずに、非身体接触側面４８
から、接着ウエハ３４への便利なアクセスを提供するために、他方に対して一方の、パウ
チ３２および接着ウエハ３４の容易な操縦を可能にする。好ましくは、ユーザは、両方の
側面４６、４８からのアクセスを有する。したがって、ユーザは、器具３０を操作するた
めの、かなりの器用さを必要とせずに、瘻孔開口５２を容易に形成および／または造形お
よび／または寸法決定することができる。
【００３１】
　例示した形態では、係留接続具５４は、好ましくは、規定の可動軌跡または経路に沿っ
て、相対変位を誘導する、可動域制限接続具の形態で実装される。そのような可動域制限
接続具は、少なくとも１つの定寸または自由度において、動作可能位置まで、接着ウエハ
３４および／またはパウチ３２との間の可動域を誘導することができる。これは、例えば
、接着ウエハ３４が、一般に、固定前の器具に対して、自由に可動する、従来の二体型器
具よりも、パウチ３２との接着ウエハ３４の容易な整合を可能にすることができる。
【００３２】
　ユーザは、器具３０を身体に最適に嵌合する方法について決定することができる。一技
術では、ユーザは、器具３０を身体に嵌合する前に、接着ウエハ３４を、実質的に完全に
適合する。非重畳位置にある、適合された接着ウエハ３４を有することで、ユーザは、器
具３０を身体に嵌合する前に、接着ウエハ３４を、その動作可能位置（図４および５）ま
で移動する。接着ウエハ３４は、器具３０が、従来の一体型器具の形式で、身体に嵌合さ
れた後に、固定連結具５６により、定位置に固定される。
【００３３】
　多くのユーザに好ましいとされてもよい、別の技術（図６に例証）では、接着ウエハ３
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４は、接着ウエハ３４が、パウチ３２に対して、その動作可能位置に固定される前に、身
体５８に嵌合される。この技術は、ユーザが、非身体対面側面４８から接着ウエハ３４に
アクセスしながら、瘻孔６０周辺の原位置で瘻孔開口５２を適合する、またはさらに適合
することを可能にする。パウチの３２の可撓性は、パウチ３２が、接着ウエハ３４全体か
ら容易に折重され、ユーザのために、接着ウエハ３４の非身体接触側面を露出することを
可能にしてもよい。ユーザが、ユーザの瘻孔６０に対する、瘻孔開口５２のカスタム嵌合
に満足すると、次いで、ユーザは、入口開口４２を、接着ウエハ３４に対して、動作可能
位置に移行するように、パウチ３２を移動する、または展開する（矢印６４で示す）。可
動域制限接続具が実装される場合、接続具は、動作可能位置までの可動域を誘導し、ユー
ザを大いに補助する。動作可能位置になると、次いで、パウチ３２は、固定連結具５６に
よって、接着ウエハ３４に対して、固定される。
【００３４】
　種々の方法が、（ｉ）係留接続具５４、および（ｉｉ）固定結合具５６を実装するため
に想定される。
【００３５】
　係留接続具５４は、相対変位を可能にするために、可撓性、屈曲可能、回転可能、旋回
可能、ねじり可能、および／または伸縮可能のうちの少なくとも１つであってもよい。代
替的形態では、係留接続具５４は、実質的に剛性である可能性があり、相対変位は、パウ
チ３２の可撓性そのものによって提供される。
【００３６】
　図１～７に例証する形態では、係留接続具５４は、屈曲可能、および／または蝶番接続
具を含む。係留接続具５４は、第１の取付部分６６と、第２の取付部分６８と、２つの部
分６６、６８との間の屈曲可能または蝶番接合具７０とを含む。係留接続具５４は、材料
の単一部品でできていてもよく、屈曲可能接合具７０は、折重または屈曲可能部分等の一
体蝶番、または居住用蝶番、または、弱化、菲薄、穿孔、および／または分割された領域
のいずれかである領域として実装されてもよい。例えば、係留連結具５４は、プラスチッ
ク膜の単一の部品でできていてもよい。膜は、膜が、そこで屈曲することが促進される、
接合具７０を画定するように、可撓性であり、かつ、任意に、弱化してもよい。
【００３７】
　代替的には、図７を参照すると、２つの部分６６、６８は、蝶番部品７０ａまたは７０
ｂによって接合される、異なる部材であってもよい。蝶番部品７０ａは、例えば、布地ま
たは可撓性膜等の可撓性材料でできていてもよい。代替的には、蝶番部品７０ｂは、恐ら
く回転旋回軸を含む、蝶番機構であってもよい。
【００３８】
　図１～７に例証する形態では、接合具７０は、一般に、接着ウエハ３４および／または
パウチ３２の主要平面に平行して延在する（直線のとき）、軸周囲の相対変位を可能にす
る。この配列の１つの利点は、接着ウエハ３４が、入口開口４２に対して変位されるとき
、接着ウエハ３４の非身体対面側面４８は、ユーザのために、自動的に露出され、かつ提
示されることである。例えば、約１８０度の相対変位に関して（図２、３、６および７）
、非身体接触側面４８は、後方パウチ壁３６上で、ユーザに対向して提示される。そのよ
うな形状は、接着ウエハ３４が、一体型器具としてパウチ３２に永久的に取付けられてい
ても、接着ウエハ３４の非身体接触側面４８への非常に便利なアクセスを提供する。した
がって、ユーザは、瘻孔開口５２の最も正確で汎用適合を可能にするために、少なくとも
非身体接触側面４８から、接着ウエハ３４に容易にアクセスすることが可能である。
【００３９】
　第１の取付部分６６は、例えば、溶接によって、または強力な接着剤によって、パウチ
３２に永久的に取付けられるように構成される。第１の取付部分６６は、パウチ壁３６、
３８のうちのいずれかに、および／またはシーム４０において、取付けられる可能性があ
る。例示した形態では、第１の取付部分６６は、入口開口４２に隣接する、後方壁３６に
取付けられる。第１の取付部分６６は、入口開口４２周辺で、少なくとも部分的に（およ
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び、好ましくは、完全に）延在する、略中空形態（好ましくは、閉ループの形態）を含む
。第１の取付部分６６は、皺または伸張を防止するために、入口開口４２周辺のパウチ壁
材料を強化し、かつ固定連結具５６のために良好の表面を提供するように機能してもよい
。
【００４０】
　第２の取付部分６８は、例えば、溶接により、または強力な接着作用（例えば、接着ウ
エハ３４の接着剤と、第２の取付部分６８との間）により、接着ウエハ３４に永久的に取
付けられるように構成される。例証した形態では、第２の取付部分６８は、内周領域３４
ａを囲繞する、周縁領域３４ｂ内の非身体接触側面４８上の接着ウエハ３４に取付けられ
る。第２の取付部分６８は、任意の所望の形態を有してもよい。例証するように、第２の
取付部分６８は、瘻孔開口５２および／または適合可能領域３４ａ周辺に、少なくとも部
分的に（および、好ましくは、全体に）延在する、略中空形態（好ましくは、閉ループの
形態）を含む。
【００４１】
　係留接続具５４は、隣り合わせで配置され（直接隣接、またはわずかに分離）、接合具
７０によって連結される、２つの閉ループ形態を含む、８字形の形状に類似してもよい。
【００４２】
　第１および第２の取付部分６６、６８は、典型的には、動作可能位置において、実質的
に背合わせで嵌合するように、ほぼ同一の寸法である、すなわち、同一の寸法の内径およ
び／または外径を有する。各取付部分は、タブ６６ａ、６６ｂが、一般に、動作可能位置
に一致して、ともに完全に重なるように位置付けられる、それぞれのタブ６６ａ、６６ｂ
を有してもよい。タブ６６ａ、６６ｂは、係留接続具５４の容易な操作を可能にする。
【００４３】
　図８および９を参照すると、代替的接合具７０は、パウチ３２の平面に略平行する（直
線のとき）、および／または接着ウエハ３４の主要平面に略平行する平面において、パウ
チ３２と接着ウエハ３４との間の旋回可能な相対運動を可能にする、旋回軸７２を含む。
旋回軸７２は、第１および第２の取付部分６６、６８の重なるタブ６６ｂ、６８ｂ内の開
口内で受容される、ピン、ラグ、またはリベットを含んでもよい。例証した形態では、第
１および第２の取付部分６６、６８はそれぞれ、閉ループ形状である。旋回軸７２は、第
１および第２の取付部分６６、６８が、一般に同心の重畳関係（動作可能位置に対応する
）から、一般に非同心の非重畳関係に移動することを可能にし、入口開口４２から離れて
、接着ウエハ３４へのアクセスを可能にする。図９において見られるように、係留連結具
が回転させられるとき、身体対面側面４６および非身体対面側面４８の位置の反転はない
。それにもかかわらず、第１および第２の取付部分６６、６８を形成する、プラスチック
膜の可撓性は、ウエハ３４が、動作可能位置から離れて回転させられるとき、非身体対面
側面４８への容易なアクセスを可能にする。
【００４４】
　図１０は、接着ウエハ３４が、その動作可能位置に回転させられるとき、さらなる押込
嵌合を提供する、第２の実施形態の修正を示す。接着ウエハ３４は、その外径が、第１の
取付部分６６上に積載される、固定連結具接着剤８４の内径よりも、わずかに小さく、接
着ウエハ３４が、固定連結具接着剤８４の開口内で、少なくとも部分的にネストすること
を可能にするように定寸される。このネスティングは、接着ウエハ３４が、動作可能位置
に正確に整合されているという、さらなる触覚情報をユーザに提供する。ネストされた嵌
合の同一の技術はまた、本明細書に説明する、他の実施形態とともに使用されてもよい。
【００４５】
　図１１～１４を参照すると、代替的係留接続具５４は、パウチ３２への取付のための第
１の取付部分６６が、閉ループ形状の代わりにタブの形態を有することを除き、図１～７
のそれと同様の折重作用を有する。タブの２つの異なる構造が、推定される。図１１およ
び１２では、接合具７０は、入口開口から離れて対向する、タブ７６の部分上に配置され
る。図１～７の方法と同一の方法で、接合具７０は、アクセス位置に展開され、入口開口
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４２および接着ウエハ３４が、動作可能な重畳位置にあるとき、それ自体の上にわたって
折重する。接合具７０は、接着ウエハ３４が、入口開口４２から離れて配置されると、展
開する。
【００４６】
　図１３および１４の代替的配列では、接合具７０は、一般に、タブ７６と入口開口４２
との間に配置される。アクセス位置では、接合具７０は、折重される。入口開口４２およ
び接着ウエハ３４の動作可能な重畳位置では、接合具７０は、一般に、展開される。
【００４７】
　タブ７６が使用されるとき、代替的補強部材８０は、入口開口４２を包囲して提供され
てもよい。補強部材８０は、パウチ３２の操作を補助するために、タブ８０ａを有しても
よい。補強部材８０は、パウチ壁３６、３８を、皺から保護し、入口開口４２周辺の良好
な封止を促進するように、パウチ壁３６、３８の材料よりも大きい曲げ弾性率を有する、
材料でできている。
【００４８】
　固定連結具５６は、接着剤または機械的連結具であってもよい。固定連結具５６は、最
初にともに締結された後に、固定連結具５６が分離する（または、再締結される）ことを
意図しない、永久的なタイプであってもよい。代替的には、固定連結具５６は、分離可能
かつ再締結可能なタイプであってもよい。これは、接着ウエハ３４が、身体上の原位置に
ある間に、介護者または看護婦が、検査、掃除、または瘻孔６０への薬の適用を可能にす
るように、接着ウエハ３４から離してパウチ３２を開口することを可能にする。
【００４９】
　接着連結具は、現在、固定連結具５６を実装するために好ましい。接着連結具は、典型
的には、機械的連結具よりも、低いプロファイルの高さを提供する。接着連結具は、接着
ウエハ３４の皮膚に優しい接着剤を使用してもよい、または、異なる接着剤を使用しても
よい。接着連結具は、粘着を伴わずに、互いに張り付く、自己接着膜を含んでもよい。
【００５０】
　一形態では（すべての実施形態に例証するように）、固定連結具５６は、ウエハ３４と
は異なり、係留接続具５４の第１および第２の取付部分６６、６８のうちの少なくとも１
つによって積載される、接着層８４を含む。取付部分６６、６８の両方が、そのような接
着剤を積載してもよい、または取付部分６６、６８のうちの１つが、非接着着地区域であ
ってもよい。図２～１４に例証した形態では、第１の取付部分６６は、接着剤８４を積載
し、着地表面は、第２の取付部分６８によって提供される。しかしながら、接着剤の位置
は、必要に応じて、反転されてもよい。接着層８４は、最初に、シリコーンまたはシリコ
ーンで被覆されたシート８６によって保護されてもよい。リリースシート８６は、典型的
には、混同を回避するために、タブ６６ａ、８０ａから離れて角度離間される、剥離タブ
８８を有してもよい。接着剤８４は、２つの部分のオストミー器具を接着連結する上での
使用に好適な、同一のタイプおよび／または厚さであってもよく、したがって、器具３０
の厚さまたはプロファイルの高さを有意に増大しない。
【００５１】
　図１５および１６は、動作可能位置にあるとき、向き合う、それらのそれぞれの表面上
の第１および第２の取付部分６６、６８の両方によって積載される、係留接続具５４のさ
らなる実施例を例証する。これらの図面はまた、先述の米国特許第６，８４０，９２４号
に説明する、同様の成形可能特性を提供する、可撓性シート３４ｄによって分離される、
接着層３４ｃ、３４ｅを含む、接着ウエハ３４の例示的構造を例証する。
別の形態では、固定連結具５６は、非身体対面側面４８上の接着ウエハ３４の接着表面の
一部分を含む。
【００５２】
　上記の実施形態では、接着ウエハ３４は、それが、一般に、パウチ３２の溶接された周
縁４０の内部に位置するように、寸法決定され、かつ位置付けられる。しかしながら、本
発明のさらなる特徴は、接着ウエハ３４が、例えば、図１７に図示するように、動作可能
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位置にあるとき、接着ウエハ３４が、パウチ３２の周縁溶接部４０のすべてにわたって、
またはそれをさらに超えて延在する、一体型器具３０を提供することができることである
。係留接続具５４は、製造中に、接着ウエハ３４が、周縁溶接部４０がそこで作製される
場所がない位置に、接着ウエハ３４が、配置されることを可能にするため、そのような設
計は、可能性がある。これは、従来の溶接機器が、ウエハ３４によって妨害されることな
く、周縁溶接部４０の位置に接近することを可能にする。この修正は、本明細書に説明す
る、係留接続具および／または固定連結具のいずれかと組み合わせて使用されてもよい。
【００５３】
　上述の同一の原理はまた、別個または「キット」形態で提供される、二体型器具に、お
よび／または一体型器具に適用されてもよい。二体型器具の場合では、固定連結具５６は
、接着または機械的インターフェース／インターロックタイプのいずれかの、従来の二体
型連結具であってもよい。係留接続具５４の第１の取付部分６６は、好ましくは、二体型
器具の構成要素を整合し、固定する前に、パウチに固定可能、例えば、解除可能である。
【００５４】
　上記の原理を、これから、さらなる詳細な実施例によって例証する。
【実施例】
【００５５】
　（実施例１）
　器具３０は、材料を収集するためのパウチ３２と、材料がそこを通ってパウチ３２に進
入する、入口開口４２と、収集が達成されるであろう表面にパウチ３２を取付けるための
接着ウエハ３４と、パウチ３２への接着ウエハ３４の結合のための連結構成要素５４、５
６とを含むように作製される。
【００５６】
　パウチ３２は、約５インチの幅×約１０インチの長さの楕円円周の周囲で、２つの膜パ
ネル（パネルのうちの１つは、収集される材料が、パウチ３２に進入する、開口を有する
）をともに溶接することによって、形成される。アクリル樹脂接着剤で一方の側面上を被
覆される、ポリエチレン－コ－ビニルアセテートから成る、約０．００６インチの厚さを
有する、可撓性の独立気泡フォームは、数字の「８」に類似する（８字形）、単一形状の
２つの隣接する環または輪に切断される。連結具の１つの輪の被覆されていない側面（第
１の取付部分６６を表す）は、輪が、その全円周の周囲で入口開口４２を包囲するように
、パウチ膜パネルに熱溶接される。
【００５７】
　米国特許第４，５５１，４９０号の実施例１５～２５のうちのいずれかによって説明さ
れる、構築を有する、接着ウエハ３４を含む、親水コロイド接着剤は、約１０ｍｍの内径
および８字形に造形された連結フォームの第２の輪の外径と、ほぼ同等の外径を有する、
約０．０１０インチの厚さの接着ウエハ３４に造形される。親水コロイド接着ウエハ３４
は、被覆されたリリースシート５０によって、１つの側面上で保護される。親水コロイド
接着ウエハ３４の反対側は、連結フォームの被覆されていない側面上の第２の輪（第２の
取付部分６８を表す）に接着される。親水コロイド接着ウエハ３４の内径は、それが接着
される第２の取付部分６８の内径よりも小さく、連結する内径内の親水コロイド接着剤は
、第２のリリースライナ８２で保護される。
【００５８】
　使用準備の際、リリースライナ８２、８６のいずれか、または両方は、除去される。現
在、露出している親水コロイド接着剤を用いて、例えば、収集表面に一致し、パウチ３２
による材料の効率的収集を向上するように、瘻孔開口５２の定寸を手動で調整することに
よって、性能向上のために、必要に応じて、適合される。
【００５９】
　現在、８字形に造形された連結具の２つの輪は、各輪の接着剤で被覆された表面が、他
方に接触し、接着ウエハ３４およびパウチ３２が、ともに連結されるように、それらが隣
接する（７０において）場所の近傍の軸に沿って、ともに折重される。接着ウエハ３４は
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、現在、連結具を通って、入口開口４２の全円周に間接的に隣接する。任意の残りのリリ
ースライナ８２、８６は、親水コロイド接着ウエハ３４から除去され、接着ウエハ３４は
、例えば、成形可能な接着剤を有する、一体型器具では、瘻孔６０周辺の皮膚６２に取付
けられる、材料の収集のための表面に接着される。
【００６０】
　（実施例２）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２および接着ウエハ３４は、約
０．００２インチの厚さを有する、自己接着膜を使用して、ともに連結され、８字形に造
形される。輪が隣接する面積は、輪の総面積と比較して、小さい。１つの輪（第１の取付
部分６６を表す）は、パウチ膜パネルに熱溶接され、溶接接合具は、入口開口４２を完全
に包囲する。親水コロイド接着ウエハ３４は、連結膜の第２の輪（第２の取付部分６８を
表す）の外径とほぼ同等の外径を有する、約０．０８０インチの厚さの円形ディスクに造
形される。親水コロイド接着ウエハ３４は、パウチパネルに溶接される側面の反対側の連
結膜の側面上の第２の輪に接着される。接着ウエハ３４は、実施例１に説明する使用のた
めに適合される。現在、８字形に造形された膜連結具の２つの輪は、各輪の自由表面が、
互いに接触し、かつそれに自己接着し、連結構成要素を通る、収集された材料の脱出を防
止する方法で、パウチ３２を取付接着剤に連結するように、それらが隣接する場所の近傍
の軸に沿って、ねじられ、ともに折重される。パウチ３２は、上記の実施例１に説明する
ように、材料を収集するために使用されてもよい。
【００６１】
　（実施例３）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２および親水コロイド接着ウエ
ハ３４は、約０．０１０インチの厚さを有する、本質的に、平面のポリエチレンビニルア
セテートシートを使用して、ともに連結され、８字形に造形される。輪間の隣接地点は、
折重またはねじれを抑制するために、その厚さを低減し、蝶番７０を作成するように、加
熱され、かつ圧縮される。１つの輪（第１の取付部分６６を表す）は、感圧接着剤で、パ
ウチ膜パネルに接着され、輪は、入口開口４２を包囲する。親水コロイド接着ウエハ３４
は、８字形の連結シートの第２の輪（第２の取付部分６８を表す）の外径と同等の外径を
有する、約０．０４０インチの厚さの円形ディスクに造形される。親水コロイド接着ウエ
ハ３４は、連結具に接着され、実施例１に説明する使用のために適合される。現在、８字
形に造形されたシート連結具の２つの輪は、輪間の接触を作成するように、蝶番７０を使
用して、ともに折重される。パウチ３２は、親水コロイド接着ウエハ３４から、リリース
ライナ８２、８６を除去し、それを表面に取付ける、例えば、瘻孔６０周辺の皮膚６２に
取付けることによって、材料を収集するために使用されてもよい。
【００６２】
　（実施例４）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２および親水コロイド接着ウエ
ハ３４は、約０．０３０インチの全体の厚さを有する、プラスチックポリエチレン連結具
を使用して、ともに連結され、８字形に造形される。各輪の円周は、本質的には、平面で
あり、例えば、隆起した縁部および凹んだ溝部を１つにするとき、機械的にインターロッ
クすることができる、対応する表面から成る、封止構成要素を含む。輪間で隣接する（７
０において）面積は、折重またはねじれを促進するために、蝶番を作成する、ルーティン
グツールを使用して、厚さが低減される。１つの輪（第１の取付部分６６を表す）は、本
質的に、平面であり、パウチ膜パネルに熱溶接され、輪は、入口開口４２を包囲する。そ
れがパウチ壁３６、３８に溶接される、円周に接近する位置における、この輪の外周に取
付けられるのは、接着剤で被覆された、不織布地である。接着剤は、リリースライナ８２
、８６によって、保護され、連結具の隣の布地の側面上で被覆される。
【００６３】
　親水コロイド接着剤は、８字形のプラスチック連結具の第２の輪（第２の取付部分を表
す）の外径と同等の外径を有する、約０．０４０インチの厚さの接着ウエハ３４に造形さ
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れる。親水コロイド接着ウエハ３４は、パウチ壁３６、３８に溶接される側面と、同一の
連結具の側面上の第２の輪に接着される。この場合では、プラスチック連結具は、連結具
が、最終構造にあるとき、それが、入口開口４２から離れて突出するように、プラスチッ
ク部分に凸形状を与えることによって、凹部表面への接着を促進するように造形される。
連結具の凸形に造形された部分に接着されている、親水コロイド接着ウエハ３４は、その
凸形状を呈する。
【００６４】
　親水コロイド接着ウエハ３４は、連結具に接着され、実施例１に説明する使用のために
適合される。現在、８字形に造形されたシート連結具の２つの輪は、輪間の接触を促進す
るために、蝶番７０を使用して、ともに折重される。現在、連結具は、インターロック機
構（機械的固定連結具５６を表す）によって、例えば、連結具の１つの側面の隆起した縁
部を、連結具の他方の側面の対応する凹んだ溝に挿入することによって、その最終配向に
固着される。パウチ３２は、親水コロイド接着ウエハ３４から、リリースライナを除去し
、それを表面に取付ける、例えば、瘻孔６０周辺の皮膚６２に取付けることによって、材
料を収集するために使用されてもよい。現在、パウチ３２は、接着剤で被覆された布地を
、親水コロイド接着ウエハ３４が取付けられる同一の表面上に接着することによって、収
集が、行われるであろう、表面にさらに固着するように作成される。
【００６５】
　（実施例５）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２および親水コロイド接着ウエ
ハ３４を含む、器具３０は、取付部分６６、６８が、少なくとも部分的に非同心位置から
、実質的に同心の最終位置まで、自由に回転されてもよいように、リベット７２を使用し
てともに取付される、２つの目立たない輪状取付部分６６、６８の連結具を使用して、と
もに連結される。この回転を通して、それらは、連通表面にわたって隣接し、パウチ入口
開口４２と整合するように作製される。連結具の１つの環（第１の取付部分６６を表す）
は、連通表面の反対側の一方の表面上のパウチ３２に取付られ、連結具の他方の環（第２
の取付部分６８を表す）は、連通表面の反対側の別の表面上の親水コロイド接着ウエハ３
４に取付られる。１つまたは両方の連通表面上の連結接着剤またはガスケット材料は、連
結具をその最終位置に維持し、収集された材料の保持を補助する。
【００６６】
　（実施例６）
　上記の実施例５に説明するものと同様の構造のパウチ３２、親水コロイド接着ウエハ３
４、および連結構成要素を含む、器具３０は、連結構成要素が、少なくとも部分的に非同
心位置から、実質的に、同心の最終位置まで、自由に回転されてもよいように、リベット
７４を使用して、ともに連結される。この回転を通して、それらは、連通表面にわたって
隣接し、入口開口４２と整合するように作製される。連結具の１つの環（第１の取付部分
６６を表す）は、連通表面の反対側の一方の表面上のパウチ３２に取付けられ、連結具の
他方の環（第２の取付部分６８を表す）は、連通表面の反対側の別の表面上の親水コロイ
ド接着ウエハ３４に取付けられる。この実施例では、パウチ連結環の直径は、親水コロイ
ド接着ウエハ連結環の外径が、パウチ連結環の内径の内側に嵌合するように、親水コロイ
ド接着ウエハ連結環の直径よりも大きく設計される。その最終構造に回転させられたとき
、親水コロイド接着ウエハ連結環は、実質的に同一平面構造のパウチ接着連結環内に挿入
され、その結果、親水コロイド接着ウエハ３４は、一方の側面上の収集表面に、かつ他方
の側面上の連結環の両方に取付けられる。
【００６７】
　（実施例７）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２、および親水コロイド接着ウ
エハ３４を含む、器具３０は、ポリアクリル樹脂接着剤で被覆された、一方の側面上のポ
リエチレン－コ－ビニルアセテートから成る、約０．００６インチの厚さの可撓性の独立
気泡フォームから成る、連結具を使用して、ともに連結される。ポリアクリル樹脂接着剤
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は、使用前に、リリースライナ８２、８６で保護される。連結具は、連結環と入口開口４
２との間の連結環の外径から半径方向に延在する、タブ付けされた面積７６を通る、入口
開口４２を有する、パウチ壁３６、３８に取付けられる単一の環状形状に切断される。連
結具の被覆されていない側面は、親水コロイド接着ウエハ３４に接着される。次いで、接
着ウエハ３４は、実施例１に説明するように、適合される。次いで、連結具は、露出した
ポリアクリル樹脂接着剤が、パウチ３２に取付けられ、その全円周の周囲の入口開口４２
を包囲するように、タブ７６にわたって折重される。任意の残りのリリースライナ８２、
８６は、親水コロイド接着ウエハ３４から除去され、接着ウエハ３４は、例えば、成形可
能な接着剤を有する一体型器具では、瘻孔６０周辺の皮膚６２に取付ける、材料の収集の
ための表面に接着される。
【００６８】
　代替的には、連結具のタブ付けされた部分７６は、入口開口４２を形成する、連結環の
反対側上であってもよい。この場合では、親水コロイド接着ウエハ３４の適合は、親水コ
ロイド接着ウエハ３４のいずれかの表面へのアクセスが、容易に得られるように、タブ７
６を偏向することによって、達成される。親水コロイド接着ウエハ３４が適合されると、
連結具のポリエチレン樹脂接着剤で被覆された表面は、入口開口４２周囲のパウチ３２に
接着させられる。
【００６９】
　さらなる選択肢として、入口開口４２周辺の面積は、入口開口４２の全円周の周囲の接
着ウエハ３４の取付による処理を促進するように、強化されてもよく、補強材料は、パウ
チパネル材料のそれを上回る、曲げ弾性率を有する。
【００７０】
　（実施例８）
　上記の実施例１に説明するものと同様の構造のパウチ３２、および親水コロイド接着ウ
エハ３４を含む、器具３０は、可撓性膜、フォーム、約０．００２インチの厚さを有する
、可撓性材料の不織または他のシートから成り、８字形に造形される、連結具を含む。連
結具は、使用前に、リリースライナ８２、８６で保護される、少なくとも０．００１イン
チの厚さの感圧接着被覆剤で、一方の側面上が被覆される。
【００７１】
　輪が隣接する面積は、輪の全面積と比較すると小さい。１つの輪（第１の取付部分６６
を表す）は、パウチ壁３６、３８に熱溶接され、溶接接合具は、入口開口４２を完全に包
囲する。親水コロイド接着ウエハ３４は、連結具の第２の輪のそれとほぼ同等の外径およ
び内径の両方を有する、約０．０５０インチの厚さの円形ディスクに造形される。親水コ
ロイド接着ウエハ３４は、パウチ壁３６、３８に溶接される側面と、反対側の連結具の側
面上の第２の輪に接着される。連結具とともに、接着剤は、パウチ３２の内部の反対側の
親水コロイド接着ウエハ３４が、現在、それが連結具によって被覆される面積内の収集材
料から、さらに保護されているという利点を有する、実施例１に説明する使用のために適
合される。現在、８字形に造形された連結具の２つの輪は、各輪の自由表面が、相互に接
触し、連結構成要素を通る収集された材料の脱出を防止する方法で、パウチを接着ウエハ
３４に連結するように、ねじられ、それらが隣接する場所の近傍の軸に沿って、ともに折
重される。パウチ３２は、上記の実施例１に説明するように、材料を収集するために使用
されてもよい。
【００７２】
　（実施例９）
　上記の実施例７に説明するものと同様の構造のパウチ３２、親水コロイド接着ウエハ３
４、および連結構成要素を含む、器具３０は、瘻孔排出物に抵抗する、自己接着材料を使
用して、ともに連結される。上述の方法によって測定される、５０グラム未満のプローブ
タック力を有する、シリコーン被覆剤で被覆される、フォーム環は、熱溶接によって、入
口開口４２の円周の周囲の被覆されていない側面上に取付けられる。約０．０１０インチ
の厚さであり、ポリエチレンビニルアセテートから成る、非感圧接着シート、または可撓
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性の厚さのポリエステルシートは、タブ付けされた環に切断され、入口開口４２を有する
、パウチ壁３６、３８に熱溶接される。次いで、接着ウエハ３４は、実施例１に説明する
ように、適合される。タブ付けされた環の一方の側面は、親水コロイド接着ウエハ３４に
接着され、他方の側面は、シリコーン被覆剤と接触させられる。任意の残りのリリースラ
イナ８２、８６は、親水コロイド接着ウエハ３４から除去され、接着ウエハ３４は、例え
ば、成形可能な接着剤を有する、一体型器具では、瘻孔６０周辺の皮膚６２に取付ける、
材料の収集のための表面に接着される。
【００７３】
　本発明の請求する範囲内において、多くの修正、向上、および同等物が行われてもよい
ことを理解されたい。
【００７４】
［項目１］
　接着ウエハをオストミー器具に締結するためのオストミー連結アセンブリであって、該
オストミー器具は、入口開口を有し、該接着ウエハは、ユーザの皮膚に接触するための身
体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合するように
、適合可能な適合可能領域とを含み、
　（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該オストミー器具の該入口開口との間の
相対変位を可能にする、該接着ウエハと該オストミー器具との間の可動域制限接続具であ
って、該可動域制限接続具は、（ａ）該接着ウエハが、該オストミー器具の該入口開口周
辺に重畳され、該接着ウエハの該適合可能領域が、該非身体対面側面上の該オストミー器
具によって覆われている、動作可能位置と、（ｂ）該非身体対面側面から該適合可能領域
へのアクセスを提供する、アクセス位置との間の、可動域制限経路または軌跡に沿って、
該相対変位を誘導する、可動域制限接続具と、
　動作可能位置にあるとき、該接着ウエハおよび該オストミー器具を固定するための固定
連結具と
　を含む、オストミー連結アセンブリ。
［項目２］
　前記可動域制限接続具は、前記接着ウエハを前記オストミー器具に永久的に接続する、
項目１に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目３］
　前記可動域制限接続具は、パウチに取付けるための第１の取付部分と、前記接着ウエハ
に取付けるための第２の取付部分と、前記第１および第２の取付部分との間の可動接合部
分とを含む、項目１に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目４］
　前記第１および第２の取付部分のうちの少なくとも１つは、閉ループ形状を有する、項
目３に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目５］
　前記第１および第２の取付部分、ならびに前記可動接合部分は、単一部品として一体的
に形成される、項目３に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目６］
　前記第１および第２の取付部分は、前記接合部分において可動的に接続される、別個の
部品である、項目３に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目７］
　前記第１および第２の取付部分は、プラスチック層でできている、項目３に記載のオス
トミー連結アセンブリ。
［項目８］
　前記可動域制限接続具は、前記ウエハの平面に略平行、または前記ウエハの平面に略垂
直である軸から選択される、軸の周囲の移動軌跡を画定する、項目１に記載のオストミー
連結アセンブリ。
［項目９］
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　前記固定連結具は、機械的連結具、接着連結具から選択される、項目１に記載のオスト
ミー連結アセンブリ。
［項目１０］
　前記固定連結具のうちの少なくとも一部分は、前記可動域制限接続具の少なくとも一部
分と統合される、項目１に記載のオストミー連結アセンブリ。
［項目１１］
　前記オストミー連結具は、単一デバイスである、項目１に記載のオストミー連結アセン
ブリ。
［項目１２］
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための、接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触する
ための身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よ
うに適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該接着ウエハを該器具装置に連結するための連結アセンブリであって、
　（ｉ）実質的に該接着ウエハ全体と、（ｉｉ）該器具の該入口開口との間の相対変位を
可能にする、該接着ウエハと該器具との間の可動域制限接続具であって、（ａ）該接着ウ
エハが、該器具の該入口開口周辺に重畳され、該接着ウエハの該適合可能領域が、該非身
体対面側面上の該器具によって覆われる、動作可能位置と、（ｂ）該非身体対面側面から
該適合可能領域へのアクセスを提供する、アクセス位置との間の可動域制限軌跡に沿って
、該相対変位を誘導する、可動域制限接続具を含む、連結アセンブリと、
　該動作可能位置にあるとき、該接着ウエハおよび該器具を固定するための固定連結具と
、
を含む、オストミー器具。
［項目１３］
　前記器具は、前記連結アセンブリが、前記接着ウエハを前記器具デバイスに永久的に取
付ける、一体型器具、前記連結アセンブリが、前記接着ウエハを前記器具デバイスに解除
可能に取付ける、二体型器具から選択される、項目１２に記載のオストミー器具。
［項目１４］
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触するた
めの身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よう
に適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該パウチの該入口開口と、実質的に接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする方法
で、該接着ウエハを係留的にパウチに永久的に接合する、係留接続具であって、該パウチ
と該接着ウエハとの間の係留可動域を確定し、該係留可動域は、
　（ｉ）該接着ウエハが、該入口開口の周囲に重畳され、該接着ウエハの該適合可能部分
が、該器具によって、該非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と、
　（ｉｉ）該非身体対面側面から該接着ウエハの該適合可能部分へのアクセスを提供する
、アクセス位置とを含む、係留接続具と
　を含む、一体型オストミー器具。
［項目１５］
　前記係留接続具は、前記接着ウエハと前記入口開口との間の相対変位を誘導するための
、可動域制限接続具である、項目１４に記載の一体型オストミー器具。
［項目１６］
　前記係留接続具は、前記パウチに取付けられる、第１の取付部分と、前記接着ウエハに
取付けられる、第２の取付部分と、前記第１および第２の取付部分との間の可動接合部分
とを含む、項目１４に記載の一体型オストミー器具。
［項目１７］
　前記第１および第２の取付部分のうちの少なくとも１つは、閉ループ形状を有する、項
目１６に記載の一体型オストミー器具。
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［項目１８］
　前記第１および第２の取付部分、ならびに前記接合部分は、単一部品として、一体的に
形成される、項目１６に記載の一体型オストミー器具。
［項目１９］
　前記第１および第２の取付部分は、前記接合部分において可動的に接続される、別個の
部品である、項目１６に記載の一体型オストミー器具。
［項目２０］
　前記第１および第２の取付部分は、プラスチック層でできている、項目１６に記載の一
体型オストミー器具。
［項目２１］
　前記固定連結具は、機械的連結具、接着連結具から選択される、項目１４に記載の一体
型オストミー器具。
［項目２２］
　前記固定連結具の少なくとも一部分は、前記可動域制限接続具の少なくとも一部分と統
合される、項目１４に記載の一体型オストミー器具。
［項目２３］
　（ａ）オストミー器具を提供することを含む方法であって、該オストミー器具は、
　瘻孔と連通するための入口開口を有する、器具デバイスと、
　瘻孔周辺の該身体上に載置するための接着ウエハであって、ユーザの皮膚に接触するた
めの身体対面側面と、該身体対面側面の反対側の非身体対面側面と、瘻孔周辺に嵌合よう
に適合可能である適合可能領域とを含む、接着ウエハと、
　該パウチの該入口開口と、実質的に該接着ウエハ全体との間の相対変位を可能にする方
法で、該接着ウエハをパウチに係留的に接合する、係留接続具であって、該パウチと該接
着ウエハとの間の係留可動域を画定し、該係留可動域は、
（ｉ）該接着ウエハが、該入口開口の周囲に重畳され、該接着ウエハの該適合可能部分が
、該器具によって、該非身体対面側面上で覆われる、重畳された動作可能位置と、（ｉｉ
）該非身体対面側面から該接着ウエハの該適合可能部分へのアクセスを提供する、アクセ
ス位置とを含む、係留接続具と、
動作可能位置にあるとき、該入口開口に対して、該接着ウエハを固定するための固定連結
具と
　を含み、該方法は、
　（ｂ）該接着ウエハが、該入口開口に対して該アクセス位置にある間に、瘻孔に嵌合す
るように、該接着ウエハの適合可能領域を適合するために、該接着ウエハの少なくとも該
非身体対面側面にアクセスすることと、
　（ｃ）該入口開口に対して、該接着ウエハを該動作可能位置に移動させることと、
　（ｄ）該固定連結具を用いて、該接着ウエハを該動作可能位置に固定することと
　をさらに含む、方法。
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